
 

令和６年度 埼玉大学学生宿舎入居者募集要項 

 
 
 
 令和６年度埼玉大学学部新入生を対象とした、学生宿舎入居者を次のとおり募集します。 
 

１．募集人員 

男子 ７１名、女子 ６４名  計１３５名 

２．出願資格 

令和６年度埼玉大学の学部１年次に入学を希望する者（「３年次編入学」、「私費外国人留学生入試」

および「社会人入試」を除く）で、大学までの通学時間が片道１時間３０分以上となり、かつ経済的

な理由がある者。 

３．入居許可期間 

令和６年 ４月 １日 ～ 令和８年 ３月１５日（２年次終了時の３月まで） 

４．入居者選考基準 

学生宿舎入居希望出願者の中から、埼玉大学の入学者選抜試験に合格した者を対象に、「埼玉大学

学生宿舎規則」第７条に基づき、地理的状況および経済状況を考慮して選考します。 

５．出願方法 

インターネットの申請フォームによる申請。 
お一人１回限りです。重複しての申請は受付ません。入力内容の不備（記載内容の相違、記載漏

れ等）により、審査ができない場合には、不許可とします。 
 

事前に生計を一つとする家族全員（同一世帯員）の「令和５年度（令和４年分）課税（非課税）証

明書」を用意ください。「埼玉大学学生宿舎入居願・家計調書」に記入してから申請へ進むとスムー

ズです。 
 
  ※インターネットの申請が難しい場合には、下記へ問い合わせください。 

※「令和５年度（令和４年分）課税（非課税）証明書」は入力事項の確認のため提出を求める場合が

あります。また「生計を一つとする家族全員（同一世帯員）の証明書類」も提出を求める場合があ

ります。 
 

６．出願期間 
令和６年 ２月１９日（月）０：００ ～ 令和６年 ２月２６日（月）２３：５９まで 
 ※ 期間内厳守 

７．留意事項 

学生宿舎の入居許可者のうち、入学手続きを行わなかった者または入学手続きを行ったが期日ま

でに入学辞退した者については、入居許可を取り消します。 

８．問い合わせ先 

〒３３８－８５７０ 埼玉県さいたま市桜区下大久保２５５ 
埼玉大学学務部学生支援課 学生宿舎担当 
電話：０４８－８５８－３９４４  対応時間：平日 ８:４５～１６:４５ 
 



９．選考結果の発表 

・前期日程（特別選抜を含む）・・・・・・・・   ３月 ６日（水） １８：００（予定） 
・後期日程・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３月２０日（水） １８：００（予定） 
※ 埼玉大学ホームページ「新着情報」に「入試情報」として、「学生宿舎入居許可者」の受験

番号一覧を掲載するとともに、後日入居許可通知と関係書類をインターネット申請時に入力

していただいたメールアドレスへ送付します。 

１０．学生宿舎入居に係る経費等 

（１）学生宿舎入居期間中は、毎月宿舎費（下記の①寄宿料および②共益費）の納付が必要です。 
     また、入居一時金として「③退去時居室清掃費」を納付が必要です。 

① 寄宿料（月額）･････････････････････････ １９,１００ 円（予定） 
② 共益費（月額）･････････････････････････  ３,８００ 円（予定） 
③ 退去時居室清掃費（初回のみ）･･･････････ ３０,０８５ 円（予定） 

※価格変動による改定の可能性があります。 
上記の費用を大学入学後、登録された授業料引落口座より引落します。 
 

（２）光熱水料、インターネット使用料及びＮＨＫ受信料は、入居者本人が供給会社と契約し各自でお

支払いください。 
（インターネット環境が整っていますので使用料(1,900～2,300/月)のみで利用可能） 

１１．個人情報の保護について 

出願により取得した情報については、学生宿舎の入居者選考にのみ利用し、他の目的には使用し

ません。 

１２．その他 

（１）食事の提供はありません。 
（２）管理人はいません。防犯対策として、入館時のキー装置、防犯カメラの設置および警備員による

巡回を行っています。 


